
定性的・量な説明

・ 自社のいかなる知財・無形資産が競争優位につながるのかについての「因果パス」（何が原因で何
が結果か）を明確化するためには、定性的な説明に加え、定量的な指標（KPI等）を効果的に用いるこ
とが重要である。

・知財・無形資産の投資・活用戦略を「ロジック/ストーリー」として説明できる指標を抽出

・ 客観性 の高い指標 を用いることにより 、「ロジック/ストーリー」の説得力は高まる。

・他社との横比較が可能な定量的な指標は、投資家・金融機関が重視する相対的な評価に有用

・ 取締役会による監督において知財・無形資産の投資・活用戦略の定量的な指標は経年で進捗把握

30「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」より

知財・無形資産ガバナンスガイドライン（ 開示・発信）

例えば、このフォーマットに
沿って定性的・量的に説明



31「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」より

知財・無形資産ガバナンスガイドライン（開示・発信）



32「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」より

知財・無形資産ガバナンスガイドライン（開示・発信）

様々な媒体を通じた戦略の開示・発信

・ 知財・無形資産の投資・活用戦略の開示・発信は、多様な方法が許容⇒画一的な開示・発信方
法を求めることを意図していない。

・開示 ・発信方法 としては 、例えば 、統合報告書 、コーポレート・ガバナンス報告書、IR資料など

既存の開示・発信媒体の活用が想定される。とりわけ、既に多くの企業において、統合報告書で
ビジネスモデルの開示・発信が行われていることを踏まえれば、知財・無形資産の投資・活用戦
略の開示・発信も、統合報告書を通じて行うことが効率的であると考えられる。

上場企業 にとっても 、経営 デザインシート

の活用は、知財・無形資産の投資・活用戦
略のアウトラインを整理する上で有効であ
るが、ただし、経営デザインシートのみでは、
投資家や金融機関との深い対話をする上
では必ずしも十分とは言えず、あくまで本格
的な知財・無形資産の投資・活用戦略の構
築を進めていく上での導入としての活用が
期待



セグメント 単位 の開示 ・発信

・多くのセグメントを抱える企業においては、 セグメント別に情報を開示・発信 しなければ、投資
家・金融機関が的確に評価・分析することが困難となり、深い対話につながらない可能性がある。

・保有する全ての知財・無形資産について、投資・活用戦略を構築し、開示・発信しなければならな
いわけではなく、 自社の経営戦略・事業戦略にとって重要な知財・無形資産 について、投資・活用
戦略の構築、開示・発信を行うことが 求められる 。

33「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」より

知財・無形資産ガバナンスガイドライン（開示・発信）



34「コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関するKPI 等の設定（中間報告）」より

知財・無形資産ガバナンスガイドライン（開示・発信）



35「コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関するKPI 等の設定（中間報告）」より

知財・無形資産ガバナンスガイドライン（開示・発信）

非財務情報であるが、

（１）「定量性」と（２）「経営への影響力（オポチュニティ＆リスク）」という知的
財産及び知的財産権に関する情報の持つ２つの特殊性を十分に考慮して
情報開示すの在り方を考えるべき必要がある



36「コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関するKPI 等の設定（中間報告）」より

知財・無形資産ガバナンスガイドライン（開示・発信）

開示方法（開示態様・手法）

（１）知的財産等の意義・価値・役割は，企業の経営戦略（特にビジネスモデ
ル）等によって異なるため，経営戦略等のビジネスのストーリーを開示する
中で知的財産の意義・価値・役割とその投資状況について開示する。例え
ば，知的財産に関するKPI だけを単独で開示する意味はない。

（２）（１）のビジネスのストーリーは，外部から最も見えにくい社内の情報から
順番に，

①「人材」（組織能力）の観点からのCSF（主要成功要因）を基礎に，

②「業務プロセス」の観点のCSF につながり，そのCSF が

③「顧客（市場）」の観点におけるCSF へとつながり，

④「財務」へとつながる「因果関係」を「定性的」に示す形が望ましい。

それぞれのCSF については裏付け（エビデンス）として「定量的」なKPI を示す
ことが望まれる．



37「コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関するKPI 等の設定（中間報告）」より

知財・無形資産ガバナンスガイドライン（開示・発信）



38「コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関するKPI 等の設定（中間報告）」より

知財・無形資産ガバナンスガイドライン（開示・発信）



39「コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関するKPI 等の設定（中間報告）」より

知財・無形資産ガバナンスガイドライン（開示・発信）



40「コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関するKPI 等の設定（中間報告）」より

知財・無形資産ガバナンスガイドライン（開示・発信）



41

サステナビリティの基本的な方針の策定（補充原則４－２②）や、取組み等の開示
（補充原則３－１③）につなげている会社の割合は、６～８割前後

知財情報等の開示・発信（対応状況）

JPX「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況（2021年12月末時点）」より
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知財情報等の開示・発信（開示方法）

JPX「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況（2021年12月末時点）」より



（１）調査対象企業

・ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０，ＴＯＰＩＸ Ｌａｒｇｅ７０のうち、「１７
業種区分」が「機械」「自動車・輸送機」「情報通信・サービスその他」
「食品」「素材・化学」「鉄鋼・非鉄」「電機・精密」である企業（５６
社）

（２）調査対象の知財情報

・「ＨＰ（Ｗｅｂページ、特設サイト等）」に掲載された知財情報

・「統合報告書等（統合報告書、アニュアルレポート、ＣＳＲレポート、
有価証券報告書等）」に開示された知財情報

（３）分析

・知財情報開示の状況：開示の有無（実質的な開示の有無（開示レベル
評価が０、１は開示なしと評価））

・開示項目の抽出＋各項目ごとの開示状況

・開示レベル評価（０～１０の数値で評価、総合評価）

43

開示方法・内容の現状（調査時期2021.11）
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➢全５６社のうち、「知財情報の開示あり」の企業は３３社
（開示率５８．９％）であった。

➢ 開示の形式（パターン）は、①ＨＰ掲載等、②統合報告
書等、③ＨＰ掲載＋統合報告書等であった。開示レベル
が高い企業の開示形式は、③のパターンが多かった。

➢ 調査作業において「知財情報」の開示・掲載場所が見
つけにくい企業が多いと感じた（投資機関等も同様に感
じるのでは）。そのため、知財情報を統合報告書等に詳
細に開示する場合であっても、アクセス性の良いＨＰへ
の掲載も並行して実施することが好ましいと感じた。

知財情報の開示率

開示方法・内容の現状（開示率・開示方法）

全体 56 ---
開示あり 33 58.9%
開示なし 23 41.1%

※開示レベル評価０，１は開示なしとする

ガイドラインの要求
を持たす開示率はさ

らに低いか
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➢ 「素材・化学」「電気・精密」分
野の開示レベルが高いことが
わかった。

➢ 「素材・化学」は開示レベルが
平均的に高く、「電気・精密」
は開示レベルが非常に高い
企業が複数含まれている。

➢ 「情報通信・サービスその他」
分野の開示レベルが低いこと
がわかった。

➢ 開示レベルが比較的高い企
業が複数ある反面、かなりの
企業において開示評価値が
０、１（付言、行動規範、事業
リスクとして定型記載のみ）と
いう状況であることがわかっ
た。

分野ごとの開示レベル（総合評価の平均値）

※各社の知財情報の開示レベルを０～１０の数値
で総合評価
※各分野ごとに、総合評価値の平均値を算出

開示方法・内容の現状（開示レベル）

分野（区分） 開示レベル
（平均値）

全体（平均） 3.21
機械 2.50

自動車・輸送機 3.13
情報通信・サービスその他 2.13

食品 2.50
素材・化学 4.50
鉄鋼・非鉄 2.83
電機・精密 3.88
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➢ 知財情報として、表に記載された項目等が開示されている。各社ごとに開
示項目・内容は相違するが、共通して開示されている（開示率：高）項目と
しては「リスク等」「特許件数等」「体制」「全社方針」「ガバナンス等」「知財
方針等」があげられる。「リスク等」「ガバナンス等」は定型に近いので、実
質的には「特許件数等」「体制」「全社方針」「知財方針等」が共通して開示
される重要項目であると考える。

➢ 開示率が低い項目は、「ＩＰ投資」「政策提言等」「標準化等」「技術移転」
「協働活動」「商標件数等」である。今後開示率を上げるべき項目は、例え
ば、「ＩＰ投資」「協働活動」「標準化」等であると考える。

➢ ガイドラインで開示すべきとされた事項の開示率が高くない⇒改善点

➢ 表に開示された開示項目・開示率は、「今後の知財情報開示」において参
考にすべき事項であると考える。

知財情報の開示項目/開示率

開示方法・内容の現状（開示項目および各開示率）

開示項目

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
行
動
規
範

全
社
方
針
・
位
置
づ
け
・
意
識

リ
ス
ク
・
侵
害
回
避
・
模
倣
対
応

政
策
提
言
・
業
界
代
表

知
財
保
護
体
制

知
財
創
出
体
制
・
職
務
発
明

技
術
移
転

特
許
件
数
・
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ

商
標
件
数
・
管
理
・
ブ
ラ
ン
ド

標
準
化
活
動

ビ
ジ
ネ
ス
と
の
関
連

啓
蒙
・
教
育

知
財
方
針
・
知
財
戦
略
・
I
P
L

無
償
開
放

協
働
活
動

Ｉ
P
投
資

開示率 32% 38% 55% 5% 39% 27% 9% 45% 11% 5% 20% 23% 36% 13% 9% 2%



（１）株式売買等の情報（２０２０年度）

・各社の株式売買総額（各社の年間出来高）

・平均株価（みなし平均株価、各月の調整済終値の合計÷１２）

（２）ＳＤＧｓの総合評価

・２０１９年のＳＤＧｓ企業ランキング（特許庁）を参照

・各社ごとに各目標における順位を評価（０～１０の評価値）

・複数目標でランキング⇒評価値を合算して総合評価値を算出

（３）上記取得した情報および算出した評価値等により、以下の関係につ
いて検証した。

①知財情報開示レベル（各社総合評価）と株式売買・株価等との関係

②ＳＤＧｓの評価（合算）と株式売買・株価等との関係

47

開示方法・内容の現状（開示効果・SDGｓ）

・知財情報開示⇒企業価値UPに寄与することが期待
➢ 知財情報開示のレベルUPすれば良いか？
➢ SDGｓ（ＥＳＧ）の知財面における影響はあるか？



◆２０１９年のＳＤＧｓ企業ランキング（特許庁）を参照

・目標２：飢餓をゼロに

・目標３：すべての人に健康と福祉を

・目標６：安全な水とトイレを世界中に

・目標７：エネルギーをみんなに そしてクリーンに

・目標８：働きがいも経済成長も

・目標９：産業と技術革新の基盤をつくろう

・目標１１：住み続けられるまちづくりを

・目標１３：気候変動に具体的な対策を

◆各社ごとに各目標における順位⇒０～１０の評価値（表参照）

◆複数目標でランキング⇒評価値を合算して総合評価値を算出

48

ランキング 評価

９０～ 1

８０～８９ 2

７０～７９ 3

６０～６９ 4

５０－５９ 5

４０－４９ 6

３１～３９ 7

２０～２９ 8

１０～１９ 9

１～９ 10

開示方法・内容の現状（開示効果・SDGｓ）
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知財情報開示レベル・ＳＤＧｓ評価と株出来高・株価との相関評価表

開示方法・内容の現状（開示効果・SDGｓ）

相関評価 近似線 相関評価 近似線 相関評価 近似線 相関評価 近似線

全体 × ＼ × ＼ ○ ／ × ＼

機械 × ＼ × ＼ ○ ／ × ＼
自動車・輸送機 × ＼ × ＼ × ＼ × ＼

情報通信・サービスその他 ○ ／ × ＼ ○ ／ × ＼
食品 × ＼ ○ ／ × ＼ ○ ／

素材・化学 △ ー △ ー ○ ／ × ＼
鉄鋼・非鉄 ○ ／ × ＼ ○ ／ × ＼
電機・精密 × ＼ × ＼ ○ ／ × ＼

分野（区分）
知財情報開示評価値（開示レベル）

年間出来高 平均株価

SDGｓ（総合評価値）
年間出来高 平均株価
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知財情報開示レベル・ＳＤＧｓ評価と株出来高・株価との相関評価表

開示方法・内容の現状（開示効果・SDGｓ）

相関評価 近似線 相関評価 近似線 相関評価 近似線 相関評価 近似線

全体 × ＼ × ＼ ○ ／ × ＼

機械 × ＼ × ＼ ○ ／ × ＼
自動車・輸送機 × ＼ × ＼ × ＼ × ＼

情報通信・サービスその他 ○ ／ × ＼ ○ ／ × ＼
食品 × ＼ ○ ／ × ＼ ○ ／

素材・化学 △ ー △ ー ○ ／ × ＼
鉄鋼・非鉄 ○ ／ × ＼ ○ ／ × ＼
電機・精密 × ＼ × ＼ ○ ／ × ＼

分野（区分）
知財情報開示評価値（開示レベル）

年間出来高 平均株価

SDGｓ（総合評価値）
年間出来高 平均株価

相関評価 近似線 相関評価 近似線 相関評価 近似線 相関評価 近似線

全体 × ＼ × ＼ ○ ／ × ＼

機械 × ＼ × ＼ ○ ／ × ＼
自動車・輸送機 × ＼ × ＼ × ＼ × ＼

情報通信・サービスその他 ○ ／ × ＼ ○ ／ × ＼
食品 × ＼ ○ ／ × ＼ ○ ／

素材・化学 △ ー △ ー ○ ／ × ＼
鉄鋼・非鉄 ○ ／ × ＼ ○ ／ × ＼
電機・精密 × ＼ × ＼ ○ ／ × ＼

分野（区分）
知財情報開示評価値（開示レベル）

年間出来高 平均株価

SDGｓ（総合評価値）
年間出来高 平均株価
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➢以下の相関について調査・評価した。また、分野（業種区分）ごとにおけ
る相関についても評価した（参考）。

・知財情報開示評価値（開示レベル）－年間出来高の相関⇒相関なし
・知財情報開示評価値（開示レベル）－平均株価の相関⇒相関なし
・ＳＤＧｓ（総合評価値）－年間出来高の相関⇒相関あり
※追加調査：ＳＤＧｓ（平均評価値）－年間出来高の相関⇒相関あり

・ＳＤＧｓ（総合評価値）－平均株価の相関⇒相関なし

➢ 従前の「知財情報開示」による「株取引高」「株価」への影響は大きくな
かったと考えられる
⇒知財情報開示レベルが高いほど「株取引高」「株価」 で評価されると

いうわけではない。

⇒他の有効な開示情報が多い＋評価される開示内容にする必要があ
るか：開示方法・内容で工夫が必要（ガイドライン＋高評価企業参考）。

➢ ＳＤＧｓの評価（関連する知財活動・Ｒ＆Ｄ活動）は、「株取引高」に影響
を及ぼす可能性があることが示唆された。

開示方法・内容の現状（開示効果・SDGｓ）



１）市場・投資家側の視点

・従前の「知財情報」の開示は「株取引高」「株価」にあまり影響を
与えることができていなかった可能性がある。そのため、市場・投
資家の視点で、開示すべき「知財情報」を再検討する必要がある。

⇒ガイドライン要参照

２）戦略的な特許出願＋情報開示

・「ＳＤＧｓ」に関連する特許出願の実績は「株取引高」に影響を与
える可能性が高い。「ＳＤＧｓ」に関連する特許出願活動は企業に
とって有益であると認識される。

・「ＳＤＧｓ」に関連する特許出願活動（＋Ｒ＆Ｄ）を戦略的に実施す
ると共に、特許出願状況・ポートフォリオの内容を知財情報として
開示する。
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開示方法・内容の現状（開示効果・SDGｓ）：不足・検討事項



３）不足項目の追加

・コーポレートガバナンス・コード改定にいたった潜在的・顕在的な理由を
踏まえた項目の追加。競合他社と比較して不足している項目の追加。

・例えば、現状の知財情報開示において開示率が低い「ＩＰ投資」や、事
業（ビジネスモデル）と知財の関係、イノベーション創出のための知財活
動や知財教育活動、ブランド戦略と知財との関係等についての知財情
報開示

⇒ガイドライン要参照

４）競合他社との差別化

・定型的な開示項目・内容のほか、競合他社と差別化できる知財情報・
項目の検討

５）知財情報へのアクセス性

・知財情報へのアクセス性を改善するための開示方法・項目・開示レベ
ルの検討（調査作業において「知財情報」の開示・掲載場所が見つけに
くい企業が多いと感じた）
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開示方法・内容の現状（開示効果・SDGｓ）：不足・検討事項



○全５６社のうち、「知財情報の開示あり」の企業は３３社（開示率５８．９％）
であった。

○「素材・化学」「電気・精密」分野の開示レベルが高く、「情報通信・サービ
スその他」分野の開示レベルが低いことがわかった。

○共通開示項目は「リスク等」「特許件数等」「体制」「全社方針」「ガバナン
ス等」「知財方針等」。開示率が低い項目は「ＩＰ投資」「政策提言等」「標準化
等」「技術移転」「協働活動」「商標件数等」。
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開示方法・内容の現状⇒検討・対応事項

○市場・投資家側の視点

○不足項目の追加

○競合他社との差別化

○アクセス性

○ガイドライン（開示）

○開示項目リスト

○高開示レベル企業例
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開示方法・内容の現状（開示項目×ガイドライン）

見える化、定性的・量的、
CSF/KPI、セグメントごと、ビジネ

スモデル、ロジック／ストーリー、
開示方法（HP/統合報告書等）等

開示項目
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・
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全
社
方
針
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位
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づ
け
・
意
識

リ
ス
ク
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財
創
出
体
制
・
職
務
発
明

技
術
移
転

特
許
件
数
・
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ

商
標
件
数
・
管
理
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ラ
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化
活
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ス
と
の
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啓
蒙
・
教
育

知
財
方
針
・
知
財
戦
略
・
I
P
L

無
償
開
放

協
働
活
動

Ｉ
P
投
資

開示率 32% 38% 55% 5% 39% 27% 9% 45% 11% 5% 20% 23% 36% 13% 9% 2%

○市場・投資家側の視点

○不足項目の追加

○競合他社との差別化

○アクセス性

削除



○知財情報開示の効果検証の結果

・知財情報開示評価値（開示レベル）－年間出来高・平均株価⇒相関なし

・ＳＤＧｓ（総合評価値）－年間出来高の相関⇒相関あり

※追加調査：ＳＤＧｓ（平均評価値）－年間出来高の相関⇒相関あり

・従前の「知財情報開示」において「開示レベルが高い」ということだけでは
「株取引高」「株価」へ与える影響は大きくなかった

・ＳＤＧｓに関連する知財活動は、「株取引高」に影響を及ぼす可能性があ
ることが示唆
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開示方法・内容の現状⇒検討・対応事項

○市場・投資家側の視点

○戦略的な特許出願＋情報開
示（SDGｓ等の視点）

○競合他社との差別化

○ガイドライン（戦略 の構築・実行体
制とガバナンス構築、投資家 等との
対話を通じた戦略の錬磨）

★出願情報も踏まえた知財情
報開示の視点

（知財情報デザイン）



外部に発信される「知財情報」は、大きく２つの種類

57

知財情報開示＋出願情報⇒知財情報デザイン

②「「第２知財情報」⇒特許出願情報
・内部活動の実践の結果、自動的に発信される

・特許出願は、Ｒ＆Ｄの成果であり事業活動を保護するために半ば自動的に
出願され、少なくとも特許情報として全体像がどうなっているか等を想定して出
願されるものではない

・しかし、特許情報等の知財情報は、外部機関等により客観的に（勝手に）分
析・評価される

・その分析・評価結果は、企業側のコントロールが及ばない。また、分析・評価
結果の影響は非常に大きなものとなります。
・企業側のコントロールが困難な知財情報

①「第１知財情報」⇒今回の知財情報（ガイドラインに沿った開示知財情報）

・内部活動の実践結果や、実践につての評価結果をガイドラインに等に沿って、
正確で理解しやすい情報にして外部へ発信
・「知財報告書」や「IR資料」等で開示・発信
・IR・ブランド戦略の一環でもあるので、正確な開示＋認識して欲しい内容＋得
たいイメージを意識しながらの外部発信
・一定程度、企業側のコントロールが可能な知財情報



外部評価

実践・結果・成果 特許出願等

外部発信内容評価
・知財活動内容
・知財活動成果

知財情報分析・評価

・外部に見える客観成果
⇒目標とする成果が出る（見える）知財活動
・勝手に分析評価される
⇒分析評価を想定したR＆D・知財活動
・広報で操作されない客観情報

⇒広報・ブランディング活動の一つと考えた
知財活動（①専門部隊があってもよい？②
広告宣伝費の一部で上記特別知財活動）

SDGｓ ESG投資 コーポレートガバナンス 知財

規定・ルール

社内評価

ガイドラインに沿った
知財情報開示

社内

方針設定

各戦略策定
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意図反映しにくい
上流からの対応必要

知財情報開示＋出願情報⇒知財情報デザイン

知財情報開示
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知財情報開示＋出願情報⇒知財情報デザイン

知財情報開示

①特許出願情報をデザイン
②開示情報＋特許出願情報をデザイン



役割：事業保護⇒事業・経営への寄与⇒企業価値向上

60「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」より

これまでにない活動・役割
⇒知財部門の活動・役割の再検討・再定義

知財部の役割、機能、知財活動内容、組織体制、立ち位置等

⇒再定義



➢ 知財・無形資産ガバナンスガイドライン

◆５つのプリンシパル：①価格決定力あるいはゲームチェンジにつなげる②「費用」でなく「資
産形成」と捉える③「ロジック／ストーリー」としての開示・発信④全社横断的な体制整備とガバ
ナンス構築⑤中長期視点での投資への評価・支援

◆７つのアクション：①現状の姿の把握②重要課題の特定と戦略の位置づけの明確化③価値
創造ストーリーの構築④投資や資源配分の戦略の構築⑤戦略の構築・実行体制とガバナンス
構築⑥投資・活用戦略の開示・発信⑦投資家等との対話を通じた戦略の錬磨

⇒as is,to be、IPランドスケープ、インプット・事業活動・アウトプット・アウトカム、CSF/KPI、横断体
制・人材育成、

◆開示発信：「見える化」、CSF/KPI、事業セグメント単位、定性的・量的説明、ロジック／ストー

リー、様々な媒体を通じた開示、知財情報の「定量性」「経営への影響力（オポチュニティ＆リス
ク）を考慮した開示、「ビジネスストーリー」の開示・知財の役割等

➢ 開示方法・内容の現状

◆実質開示率：58.9％（ガイドラインの要求レベルを満たす開示は更に低いか）

◆開示レベル：「素材・化学」「電気・精密」が高い。開示レベルの高い企業は自社開示の参考

◆開示項目：開示項目リスト・開示率の表⇒自社開示項目の参考。共通開示事項＋ガイドラ
インで開示すべきとされた内容を開示するのがよいか。ガイドラインで開示すべきとされた内容
に関する開示率は低い⇒今後の改善事項。

➢ その他

・知財情報デザイン

・知財部門の活動・役割の再検討・再定義

61

まとめ



ご清聴ありがとうございました。

ＩＰＮＪ国際特許事務所
所長弁理士
知財戦略・技術経営コンサルタント 乾 利之

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1-325
TEL 03-5309-2970 FAX 03-5309-2971

E-mail ： inui@ipnj-pat.com
URL  ： http://www.ipnj.jp/


